
様式１ 

 

令和６年度 指定管理業務評価シート 

施 設 名 三好市地域交流拠点施設「真鍋屋」 

指 定 管 理 者 
一般社団法人四国まんなか創造推進協議会 

代表理事 丸浦世造 

施 設 所 管 課 三好市企画財政部地方創生推進課 

指 定 期 間 令和 ６年 ４月 １日 ～ 令和 ９年 ３月 ３１日（１年目） 

 

評 価 項 目 評   価   基   準 
自己

評価 

所管

評価 

 

 

Ⅰ 

 

履

行

状

況

の

確

認 

１ 施設全般に関する業務 

(1) 基本的事項 

  (開館時間・休館) 

実施基準に基づき、施設の開館・閉館・休館等が適正に

行われたか 

A 

 

A 

 

(2) 職員体制 

   (配置・研修) 

実施基準に基づき、適切な人員配置がされたか業務に必

要な研修・教育が適切に行われたか 

A 

 

A 

 

(3) 業務体制(保険・苦

情・個人情報) 

利用者拡大のための利用促進業務が適切に行われたか B 

 

B 

 

(4) 緊急対応（救急・防

災） 

病気・負傷・地震・台風・災害等に対応するためのマニ

ュアル整備や避難訓練が実施されているか 

B B 

２ 利用者に関する業務 

(1) 利用状況 
利用者数・稼働率等は、適切な水準であるか 

（補助資料※１）  

C C 

(2) 利用許可状況 
予約や許可はスムーズにできているか また、特定の者

に有利あるいは不利な扱いはないか 

A A 

(3) 利用料金 
利用料金の設定、徴収・減免・還付の手続は適切である

か 

A A 

３ 保守点検並びに清掃等業務等 

(1) 保守点検業務 基準に基づき、保守点検が適切に行われたか A A 

(2) 清掃・維持管理業務 基準に基づき、清掃業務・維持管理が適切に行われたか A A 

(3) 保安・警備業務 基準に基づき、保安・警備業務が適切に行われたか B B 

(4) 修繕・備品管理業務 基準に基づき、修繕業務が適切に行われたか B B 

(5) 環境衛生管理業務 
室内の環境測定、飲料水の水質試験、排水槽の清掃、害

虫駆除煤煙測定等を必要に応じ実施しているか 

A A 

(6) 廃棄物処理業務 
法令等に定められたとおり適正に処理・処分は行われた

か 

A A 

４ 事業の実施に関する業務 

(1) 指定事業 基準に基づく事業が適切に行われたか A A 

(2) 自主事業 施設の目的に沿った自主事業が適切に行われたか A A 

５ 個人情報の取扱 個人情報の取扱いが適正に行われたか B B 

６ 管理目標 設定目標に対する結果は妥当であるか （補助資料※２） B B 



 

評 価 項 目 評   価   基   準 
自己

評価 

所管 

評価 

Ⅱ 

サ ー

ビ ス

の 質

の 評

価   

 

１利用者対応度 利用者アンケートを実施し、その結果は妥当であるか A A 

２維持管理業務 

(施設・設備・備品) 

設備や備品等の維持管理は適正であるか、また、備品の

貸出状況や消耗品等の補充状況は適切であるか 

A A 

３清掃常務の程度 日常清掃業務や衛生管理は適切であるか A A 

４運営業務 利用者に対する安心安全・公平性の確保は適切であるか A A 

５指定・自主事業 実施された事業内容は、質の高いものであったか B B 

６クレーム対応度 トラブルに関する対応は適切であったか A A 

 

評 価 項 目 評   価   基   準 
自己

評価 

所管 

評価 

Ⅲ 
サー
ビス
の安
定性
の評
価 

１事業収支 事業収支は妥当であるか （補助資料※３） C C 

２経営状況分析指 

 標 

経営状況分析指標の結果は妥当であるか  

（補助資料※４） 

B B 

３指定管理団体の 

経営状況 

団体の経営状況分析指標の結果は妥当であるか 

（ 補助資料※５） 

A A 

 

指定管理者の総合評価 総 合 評 価 の 理 由 ・ 意 見 

Ｂ 

指定管理事業に関しては、利用者数、稼働率が減少となり赤字を計上す

ることとなったが、決算書上は収益改善となった。指定管理事業もPR促進

や駐車場増設により改善する方針である。 

 

施設所管課の総合評価 

 

総 合 評 価 の 理 由 ・ 意 見 

（スペースが足りない場合は別紙可） 

Ｂ 

令和6年度では、指定管理事業単体で赤字を計上したものの、自主事業の

黒字により収支の全体的な下支えが図られ、経営の持続性は維持されてい

る。令和7年度においても、施設の設置目的である「市民および都市住民

の交流促進」の実現に向けて、PR活動の強化や駐車場整備などを通じた利

用者数と稼働率の回復、並びに財務の健全性確保に一層努められたい。 

 

《 評 価 区 分 》 

①評価基準 

Ａ (優 良)＝ 協定書等の基準を遵守し、その水準よりも優れた内容である 
Ｂ (良 好)＝ 協定書等の基準を遵守し、その水準に概ね沿った内容である 
Ｃ (課題含)＝ 協定書等の基準を遵守しているが、内容の一部に課題がある 
Ｄ (要改善)＝ 協定書等の基準が遵守しておらず、改善の必要な内容である 

②総合評価 

Ａ (優 良)＝ 評価基準がすべてＢ以上であり、かつＡが過半数以上である 
Ｂ (良 好)＝ 評価基準がすべてＣ以上であり、かつＢ以上が８割以上である 
Ｃ (課題含)＝ 評価基準がすべてＣ以上である 
Ｄ (要改善)＝ 評価基準にＤが含まれている 

 ※ 自己評価・所管評価・総合評価の欄は、評価区分の記号を記入すること。 

※ 指定管理施設の業務内容に合わせ、評価項目の変更(追加・削除等)すること。 

※ 補助資料についても、評価項目にあわせた変更及び任意様式を可とする。 


